
群馬県障害者施設入所調整委員会設置要綱 

 

（目的） 

第１ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17年法律第 123号）第５条に規定 

 する施設入所支援を行う施設（以下「支援施設」という。）の入所の利用にあたり、関係者による協議をする

ことにより、公平かつ公正で円滑な入所及び利用が確保できるよう、市町村間の調整を図ることを目的として、

群馬県障害者施設入所調整委員会（以下「入所調整委員会」という。）を設置する。 

 

（構成） 

第２ 入所調整委員会の委員は、次の関係機関の者をもって構成する。  

 (1) 利用者          身体障害者団体                 代表１人 

                               知的障害者団体                 代表１人 

 (2) 市町村         市町村障害者福祉担当課長            代表４人 

  (3) 施 設         支援施設等                                  代表５人 

  (4)  相談支援専門員                             代表１人 

 (5) 学校          特別支援学校                  代表１人  

(6) 県障害政策課長  

  (7) 児童相談所長                              代表１人 

 (8)  心身障害者福祉センター所長 

 

（会長） 

第３ 入所調整委員会に会長を置き、心身障害者福祉センター所長をもって充てる。 

２ 会長は、会務を総理し、入所調整委員会を代表する。 

３  会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。 

 

（会議） 

第４ 入所調整委員会の会議は、会長が年２回程度招集し主宰する。 

２ 会長が必要と判断したときは、委員過半数の承認を得て委員以外の者の出席を求めることができる。 

 

（審議事項） 

第５ 入所調整委員会は、次に掲げる事項について審議する。 

 (1) 支援施設の入所調整に関する事項   

 (2) 前号に掲げるもののほか、会長が必要と判断した事項 

  

（事務局） 

第６ 入所調整委員会の事務局は、心身障害者福祉センターに置く。 

 

（その他） 

第７ 入所調整の実施に関し必要な事項は別に定める。  

 

    附 則 

 １ この要綱は、平成２３年４月１日から適用する。 

  ２ 群馬県障害者施設入所調整委員会設置運営要綱（平成１５年４月１日施行。以下「旧要綱」という。）は

  廃止する。ただし、旧要綱に基づいて行われた手続きについては、なおその効力を有する。 

  ３ この要綱は、障害者自立支援法附則第４１条第１項の規定によりなお従前の例により運営することができ

  ることとされた身体障害者更生施設、身体障害者療護施設、身体障害者授産施設、同法附則第５８条第１項

  の規定によりなお従前の例により運営することができることとされた知的障害者更生施設、知的障害者授産

  施設、知的障害者通勤寮について準用する。 

    附 則 

  この要綱は、平成２５年４月１日から適用する。 

    附 則 

  この要綱は、平成２６年４月１日から適用する。 

    附 則 

  この要綱は、平成２９年４月１日から適用する。 

附 則 

  この要綱は、平成３１年４月１日から適用する。 

附 則 

この要綱は、令和４年４月１日から適用する。 


